
第二版　はしがき

　近年、我が国においては、大企業はもとより、中小企業において
も、組織再編成を行うケースが非常に増えてきました。
　それに伴い、近年は、組織再編成税制に関する理解も、かなり深
まってきたように思われます。
　しかし、組織再編成税制は、他の税制度と比べると、難解な税制
であることは否定できません。
　このため、組織再編成税制に関して判断をするという場合には、
他の税制度以上に、深度のある知見が必要となります。
　本書は、初版から、そのような事情を考慮し、組織再編成の中の
株式交換・株式移転について、極力、全般をカバーして深度のある
解説を行うことを心掛けてきました。
　平成 27 年に初版を上梓して以後、６年の間に、株式交換・株式
移転の税制に関して、次のように、新たな類似の制度を設けるなど
の重要な改正が行われていますので、本書第二版においては、書名
を『株式交換・株式移転 実務必携』から『株式交換・株式移転等 
実務必携』に変更した上で、このような改正も織り込んで解説を行
っています。

〇　平成 29 年度の株式交換・株式移転等に関する主な改正
　・ 　全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及

び株式売渡請求について、組織再編税制の下に位置付ける改正
　・ 　支配株主がいる場合の株式の保有関係に関する要件の緩和
　・ 　株式交換・株式移転等の後に連続再編が見込まれている場合

の適格要件の整備
〇　平成 30 年度の株式交換・株式移転等に関する主な改正
　・ 　完全支配関係がある法人間で行われる株式交換・株式移転等



の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の株式の
保有関係に関する要件の緩和

　・　従業者従事要件及び事業継続要件の緩和
　・　無対価株式交換で適格株式交換となるものの類型の見直し
〇　令和元年度の株式交換・株式移転等に関する主な改正
　・ 　株式交換等に係る株式の保有関係に関する要件及び支配関係

継続要件の見直し

　このような本書第二版が、株式交換・株式移転等の実務に携わる
税理士・公認会計士・弁護士、株式交換・株式移転等を自ら行う企
業の税務担当者、株式交換・株式移転等に係る税制の勉強を志す皆
様方、株式交換・株式移転等の税務処理に関して税務調査・審理事
務を担当する国税職員の皆様方などの日々の実務や勉強等に僅かな
りともお役に立つようであれば、幸いです。
　なお、法令出版においては、2022 年（令和４年）中の適宜の時
期に、本書第二版を含めて、著者が関連事項について寄稿するもの
を購読者の皆様方に配信する等のサービスを提供する予定となって
いるとのことですから、法令出版において用意が整い次第、ご利用
されることをお勧めします。
　最後になりましたが、本書第二版の出版にご助力を賜りました法
令出版の皆様方に、著者一同を代表して、御礼を申し上げます。

令和３年11月

著者を代表して
日本税制研究所  代表理事

税理士　朝長 英樹
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